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鑢雛

12月 定例会は12/20に開会し、一般会計補正予算をはじめ全ての市
この任期最後となる一般質問は、15名 の議員により行われました。
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他盤土杢生し工塑量1主、」童_定三墨塞至奎L｀ と」又集査れなくなります。なお、価格

令和 5年 4月 より移行期間に入り、令和5年 10月 から「燃やすごみ」と「その

れています。
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:指定ごみ袋制度の導入説明会も開催されています。

:詳しくは市のホームページをご確認ください。
:1肇

については、市場価

ています。指定ごみ

の促進が図られるこ

格とし、市の手数料の上乗せ(有料化 )

袋制度の導入により、今後ごみの分別

とを期待します。

しないことが示され
の徹底と再資源化

新生児聴覚検査費用の助成 |こ ついて一般質問にて提案
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<新生児聴覚検査>
生まれつき聴覚に何らかの障がいを持つ赤ちゃんは、1,000人に1人から

2人と言われています。以前は2歳を過ぎてから言葉の発達の遅れにより発

見されることがほとんどでした。しかし、近年は優れた検査方法が開発さ

れ、早期に聴覚障がいの診断を行うことが可能になりました。聴覚障がいは

早期発見が重要です。できるだけ早いタイミングで適切な

療育につなげることが、子どもの言葉の発達やコミュニケー

ションカの育成に大きな効果を生むと言われています。

<声屋市の状況>
本年度の決算特別委員会民生文教分科会において、本市では96%の新

生児が、生後2日 目には産科医院で任意の聴覚検査を受けていることが明

らかになりました。令和3年度の出生数は490人なので、検査を受けていな

い4%の新生児は約20人と推定されます。

有効な検査にもかかわらず、受検は任意で、自己負担が発生するた

め、すべての新生児がこの検査を受けられているわけではないという現状

が浮き彫りになりました。

新生児聴覚検査については、誰ひ

とり取り残すことなく受検できるように

するべきであると考えます。そのため

には、家庭の経済状況に関わらず、

すべての新生児を対象に費用の公

費負担を行うことが重要です。

今回の一般質問では、全ての新

生児が新生児聴覚検査を受けられ

る体制整備と検査費の全額助成を

要望しました。対する答弁は、「経済

:<私の考え>
:すべての新生児に聴覚検査を !

的負担を理由に未受検と

なる乳児への対応は、

来年度の実施に向けて

検討している」とのことで

した。
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空き家対策について ～ 発生抑制と利活用を !～

芦屋市は、他市と比較して空き家の数が少ないとされますが、今後も引き続き空き家数を
抑制すること、また所有者には良好に維持していただくことが重要であると考えます。昨年度本市で

実施された空き家の実態調査を踏まえた質問を行いました。

躍罰【】市内における空き家の戸数と管理状況について間う。
>― 令和3年度に戸建て住宅の空き家実態調査を行つたところ
であり、共同住宅の空き戸数までは把握していないが、現地調査や
アンケート結果から空き家と確認された戸建て住宅は、100軒程度
である。管理状況は危険性が高いとされる特定空き家はなく、管理さ

れた空き家が多いことを確認している。

睡罰聞9四空き家対策に向けた計画の策定について考えを問う。
>|■琶謳空き家対策計画の策定など必要な方針は、来年度実施予定
の共同住宅の空き家を含めた状況調査を踏まえ、総合的に判断していく。

【こんな時どうするの?】

空き家・空き地が適正に管理されず、草木が生い茂つて周
したり、老朽化した建物や塀の一部が落下したりするなどの

事例が近年増えています。問題がある場合は、当事者間で

解決していただくこととなりますが、所有者の連絡先がわから
ない場合などは、下記の各担当課までお問い合せください。

囲にはみ

建物 :建築指導課 ●38-2114
環境 I環境課 ●38-2050
道路I道路。公園課 ●38-2062

防り巳I建設総1務課 ●38-2063
動物 I地域経済振興課 ●38-2033

詳しくは、市のホームページの「空き家対策」をご覧ください 脚呻

「お<やみ窓□」の設置について
ご家族が亡くなられた際、ご遺族が行う手続きは、
福祉や税関連、相続に関するものなど多岐にわた

り、大きな負担がかかります。近年、他の自治体においては「ぉく
やみ窓口」などが設置され、手続きのワンストップ化への関心が

高くなっています。この10月 に会派で実施した視察を通して他自
治体の取り組みに学び、このテーマを取り上げました。

藤罰司|ご遺族が手続きをワンストップで行える「おくやみ窓
回」の設置を要望するが見解を問う。
>|■置譲|おくやみ窓回は従前より死亡届を受理した際に市民課
にて各課の必要な手続きのご案内をお渡しし、手続きされるか
たの状況に応じて、担当課職員が出向くなど、臨機応変な対応
を心掛けており、現時点では専門窓国の設置は考えていない。
昨年度からは、市役所全体の窓口改革ワーキングチームにおい

て、オンライン予約や、複数の手続きについて一括して書類作
成支援を行うなどの検討を進める中で、ご遺族に寄り添つたおく
やみ手続きのスマート化も、来年度早期の実現を目指して取り
組んでいるところである。

勒

国土交通省が令和 3年 8月 に発表し
た、空き家対策に取り組む市区町村の状
況調査結果 (令和3年3月 31日 時点)によ

ると、兵庫県では41市町のうち39市町で
「空き家等対策計画」がすでに策定され
ており、未策定なのは芦屋市と他1箇所の

みであることを指摘しました。
空き家の発生は少子高齢化に伴い増

加傾向になることが予想されるため、発生

抑制や利活用を盛り込んだ対策計画の

策定を早期に進めるべきではないでしょう
か。

空き家を地域の活動拠点として再利用

する自治体もあり、その場合には調整役の
コーディネーターも必要となるでしょう。ま
た、空き家見守り'管理代行サービスをシ
ルバー人材センターと連携して取り組む自

治体の例を参考に、芦屋ふるさと寄附返

礼品メニューに加えることも要望しました。

私 の 考 え

お悔やみ窓口を設置する自治体が急速に増
えている背景には、令和2年 5月 に内閣官房情報
通信技術総合戦略室から「おくやみコーナー設

置ガイドライン」が公表され、全国の自治体に活
用を促したということがあります。

近隣の宝塚市ではデジタル手法の窓口を設置
し、尼崎市ではワンストップ窓回の「おくやみコー

ナー」が設置されています。
このコロナ禍の影響を受け、社会ではデジタル

化が加速し、キャッシュレス化や電子申請、ハン
コの廃止等の導入が進んでいます。

デジタル化やシステム導入については、市民と

意義を共有することが重要であり、単に導入がゴ

一ルになるのではなく、市民の利便性を向上させ

ること、そしてデジタル技術やAIを活用することに

よる業務効率化を図ることに向け、新しい変革を

目指すべきであると考えます。

私 の 考 え

打 出

事前にご連絡
のうえ、
お気軽にお越
しください。
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